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柏崎市新型インフルエンザ等対策行動計画の改正（案）について 

 

１ 改正の経緯 

  柏崎市新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づき、感染症危機が発生した場合、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及

ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものとして、平

成２５（ 2013）年に策定しました。その後、令和２（ 2020）年１月に確認された新型コロナ感

染症対応の経験を踏まえ、令和７ 2025）年６月、県においては、政府行動計画の改正を受け、

県新型インフルエンザ等対策行動計画の改正を行いました。 

これを受け、県内各市町村においても既存の行動計画を令和８ 2026）年７月末までに全面

的に改正するものです。 

 

２ 国・県の改正 

⑴ 政府行動計画：令和６ 2024）年７月改正 

⑵ 県行動計画 ：令和７ 2025）年６月改正 

 

３ 意見照会及びパブリックコメント 

⑴ 有識者（柏崎市刈羽郡医師会、柏崎市歯科医師会、柏崎薬剤師会） 

期 間（：令和７（ 2025）年１２月２４日 水）～令和８（ 2026）年１月２３日 金） 

⑵ 新潟県への意見照会 

期 間：令和８ 2026）年１月２３日 金）～令和８ 2026）年３月４日 水） 

⑶ パブリックコメント 

期 間：令和８ 2026）年２月１０日 火）～令和８ 2026）年３月６日 金） 

 

４ 改正のポイント 

（別記のとおり。 

 

５ 今後の予定 

市長決裁による決定後、新潟県知事への報告を経て、市民へ公表します。 

 



 

別 記 

 


